
平成１５年（行ケ）第９６号　審決取消請求事件
平成１６年１月２２日判決言渡，平成１５年１２月１８日口頭弁論終結

　　　　　判　　　　決
　原　　　　　　告　　Ｘ
　訴訟代理人弁護士　　菊池武，佐藤治隆，小林郁夫，鷹見雅和
　　　　　　弁理士　　古澤俊明，大垣孝

　被　　　　　　告　　エポコラム機工株式会社
　訴訟代理人弁護士　　渡邊敏，森利明
　　　　　　弁理士　　松尾憲一郎，内野美洋

　　　　　主　　　　文
　原告の請求を棄却する。
　訴訟費用は原告の負担とする。

　　　　　事実及び理由
　以下において，「および」は「及び」と統一して表記した。その他，引用箇所に
おいても公用文の表記に従った箇所がある。

第１　原告の求めた裁判
　「特許庁が無効２００２－３５１６３号事件について平成１５年２月１３日にし
た審決を取り消す。」との判決。

第２　事案の概要
　１　特許庁における手続の経緯
　原告は，本件特許第２５０３０４５号発明「混合撹拌翼及びその使用方法」の特
許権者である。本件特許は，昭和６３年４月３０日に出願され（特願昭６３－１０
８２５２号），平成８年３月１３日に設定登録された。被告は，本件特許（請求項
１～３に係る特許）を無効にするとの審判を請求し，無効２００２－３５１６３号
事件として審理された結果，平成１５年２月１３日，請求項１～３に係る発明につ
いての特許を無効とするとの審決があり，その謄本は同月２５日原告に送達され
た。

　２　本件発明の要旨
　【請求項１】　外周に放射状に少なくとも一段に配設された攪拌翼を有し硬化剤
を含むスラリーを移送可能な中空ロッドと，中空ロッドの先端部に配設されその径
方向に延在する攪拌ヘッドと，中空ロッドに連通し攪拌ヘッド側に位置する攪拌翼
の下方に設けられスラリーを吐出する吐出部とを具え，ロッド回転数を
α（r.p.m.），ロッドの挿入速度をβ（cm／min），攪拌翼の段における翼の数を
γ，そしてロッドの進行方向における翼の幅をｔ（cm）とするとき，ｔ＞β／（α
γ）なる関係を満足することを特徴とする混合攪拌翼。
　【請求項２】　請求項１記載の混合攪拌翼において，中空ロッドの軸線から翼の
先端部までの長さをＲとするとき，吐出部を，中空ロッドの軸線から半径方向外方
に（０．２～０．５）Ｒの位置に開口させたことを特徴とする混合攪拌翼。
　【請求項３】　請求項１又は２記載の混合攪拌翼を，１８～２３r.p.m.の回転数
で回転させながら，１００～１５０cm／minの速度で挿入することを特徴とする混合
攪拌翼の使用方法。

　３　審決の理由の要点
　(1)　被告（請求人）の提出した証拠の記載事項
　（i）審判甲第１号証の１（「港湾技術研究所報告」　第２５巻　第２号，１９８
６年６月，８９～１１９頁　「３．深層混合処理工法による現場処理土の工学的特
性」。本訴甲第１号証）には次の事項が記載されている。
　ア．「安定処理土を現場で作成する施工機械の基本的な構成は企業間で大差のな
いものであるが，安定材の吐出方法（吐出口の数と相対的な位置，貫入／引抜き吐
出，その他）と攪拌混合の方法（攪拌翼の形状，直径，攪拌翼枚数，回転数，昇降
速度，羽根切り回数，再攪拌（貫入吐出），その他）で微妙に相違する。この処理



機によって現場で形成される処理土の形状は基本的には柱体であるが，地盤改良の
規模や目的によって，その適用形態はブロック，壁，格子，杭，あるいはこれらを
組合わせた形態に分類することができる。」（９４頁右欄３０～３９行）
　イ．「柱体の内部に着目すると，安定材は攪拌軸あるいは攪拌翼にある単数又は
複数の穴から吐出されるため，安定材が改良範囲内で均一に広がる保証はな
い。・・・施工性の観点から，現場の混合は処理機の引抜き時（引抜き吐出），又
は貫入時と引抜き時（貫入吐出）に行われるだけであるから，混合の度合が小さ
い。」（９５頁左欄５～１２行）
　ウ．「現場処理機では混合物は攪拌翼で常に水平面で切られており，鉛直方向の
攪拌効果は小さいため，方向によって攪拌の度合が異なり，強度の異方性が存在す
る可能性がある。」（９５頁左欄２１～２４行）
　エ．「本船の深層混合処理機先端の構造は，地盤を削って処理機を地中に貫入さ
せるための掘削翼，安定材（セメントミルク）を地中に供給する吐出口，安定材と
土とを混合するための攪拌翼とから成っている。攪拌翼の形状，寸法，枚数は攪拌
効率を大きく左右するため，処理機を保有する企業によって活発に研究されてお
り，個々の処理機によって微妙に異なる。今回の試験工事では，前述した実大載荷
試験で洪積粘土まで改良するため，攪拌翼の部分は本処理機の通常の施工時の状態
からは改造されている。本来，この処理機の攪拌軸は４軸で改良面積は３．４７ｍ
２である。処理機の原仕様を表－３に，処理機先端部の改造後の形状を図－３に示
す。改造後の処理機では，攪拌翼と掘削翼の直径は同じで１１３０mmである。掘削
翼は中心角度l２０°づつ離れた位置に取りつけられた３枚の翼から構成され，処理
機の下端に位置している。攪拌翼は中心角度１８０°離れた２枚の翼が各攪拌軸の
上下２段にそれぞれ取付けられており，上下段の翼の向きは９０°異なっている。
４本の攪拌軸は図示のようにげん側で船体に近い２軸（Ｂ軸）と船体より海側の２
軸（Ｆ軸）とから構成されている。４本の攪拌軸はそれぞれの軸の掘削翼と攪拌翼
が交互に重なるように取付けられているため，２本の攪拌軸の深さは他の２軸より
も３５５mm深い位置にある。」（９８頁右欄１９行～９９頁左欄１行）
　オ．「　　表－３　処理機の仕様
　　形　　式　　　　　　油圧駆動３軸式２連型
　　・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
　　掘削翼径×段数　　　　１，１５０φ×１段
　　攪拌翼径×段数　　　　１，１５０φ×２段
　　トルク及び回転数　　　２，０００kg－ｍ×５０rpm」（９８頁右欄上部）
　カ．「なお，安定材の吐出口は，図－３に示すように，掘削翼の中心軸への取付
け部にある。」（９９頁左欄１ ５，１ ６行）
　キ．「試験杭の打設方法を図－４，５に示す。まず，図－４に示すようにＦＬ，
ＦＳの掘削翼，攪拌翼を取外しＢＬ，ＢＳ　２軸のみで処理土の柱体を形成する。
Ｌ軸の先端深さがＤＬ－７．１ｍの海底からＤＬ－８．５ｍまでは，攪拌翼を回転
させないで処理機を降下させる。Ｌ軸の先端深度がＤＬ－８．５ｍからＤＬ－１
１．５ｍまで，安定材を吐出しながら，回転数Ｎ＝５０ｒｐｍ，貫入速度Ｖ＝０．
７ｍ／minで処理機を貫入させる。」（９９頁右欄１１行～１００頁左欄１行）
　ク．「今回の実験に用いた処理機の安定材の吐出口は攪拌軸にあったので，この
攪拌軸から離れるに従って安定材の供給が少なくなる可能性がある。」（１０６頁
左欄２～４行目）
　ケ．９９頁図－３には，ＦＳ軸，ＦＬ軸，ＢＬ軸，ＢＳ軸が記載され，各軸には
二段の攪拌翼とその下方，攪拌軸の先端に掘削翼が設けられており，掘削翼の中心
軸への取り付け部には，安定材吐出口が設けられ，攪拌翼と掘削翼とも，中心軸か
ら放射状に設けられていることが記載されている。
　上記イの記載によると，安定材は攪拌軸にある単数又は複数の穴から吐出される
ことから攪拌軸が中空であることは明らかであり，上記各記載事項からみて，審判
甲第１号証の１には，
「外周に放射状に少なくとも一段に配設された攪拌翼を有し安定材を移送可能な中
空攪拌軸と，
　攪拌軸の先端部に配設されその径方向に延在する掘削翼と，
　攪拌軸に連通し掘削翼側に位置する攪拌翼の下方に設けられる安定材吐出口とを
具え，攪拌翼の段における翼の数を２枚とした混合攪拌翼」の発明，及びこの混合
攪拌翼を，
　「攪拌軸の回転数５０rpmで回転させながら，０．７ｍ/minの速度で挿入する混合



攪拌翼の使用方法」の発明が記載されていると認められる。

（ii）審判甲第２号証の１（「竹中技術研究所報告」ＮＯ．２６　昭和５６年１１
月３０日発行　５７～８９頁「セメント系硬化剤を用いた深層混合処理機の開
発」。本訴甲第２号証）には次の事項が記載されている。
　コ．「ＤＣＭ工法は，・・・スラリー状のセメント系硬化剤を添加混練して，原
地盤の数十倍の強度に硬化させて・・・改良する工法であり，この種の工法は一般
に深層混合処理工法と呼ばれている。同工法に使用される処理機は，・・・油圧モ
ータで駆動する。攪拌軸の先端には，３翼一段の掘削翼と，２翼２段の攪拌翼が取
り付けられており，貫入時に地盤を掘削攪拌し，引抜時に硬化剤と攪拌した地盤と
を混練して所要強度の地盤に改良する。」（５７頁梗概欄１～７行）
　サ．６２頁のTable４．５，Fig４．５には，室内模型実験において，投影面にお
ける羽根高さを５０，１００，１５０mmとした実験機を用いたことが記載されてい
る。
　シ．「カオリン粘度を攪拌羽根で攪拌するときに羽根が受ける攪拌抵抗の性状
は，次のように考えることができる。
　１）すくい角度を持つ羽根の攪拌抵抗は，すくい角度の変化には関係せず，攪拌
羽根の運動方向の投影面積にほぼ比例する。
　・・・
　３）攪拌羽根の運動速度ｖと単位面積当たりの攪拌抵抗ｐｓとの間には式（４．
１）のようにｖが増すとｐｓが指数関数的に増加する関係がある。」（６２頁左欄
１５行～右欄３行）
　ス．「Fig．６．１に実験機を，またTable６．１にその概略仕様を示す。実験機
は室内模型実験機を延伸し，深度１０ｍまで，混合処理できるように改造した。」
（６９頁左欄下から５行～下から３行）
　セ．７０頁のTable６．１には，屋外模型実験機は，撹拌翼径５００mmφ，軸数４
軸，回転数は０～６０rpmであることが記載され，Table６．２は，実験内容とし
て，引抜速度は，０．９，１．５，２．０，３．０ｍ／minとしたこと，吐出方法と
してＡは，回転軸４箇所から吐出したことが記載され，７１頁のFig．６．３には，
Ａの吐出方法は，攪拌軸の攪拌翼の高さに設けた吐出口から吐出することが示され
ている。
　ソ．「６．５．４　混練性能
　改良強度に影響を与えると思われる機械的因子について検討する。
　１）混練回数
　硬化剤の添加率，養生条件などが一定の場合，改良土の強度は，地盤が硬化剤と
どの程度練られたかに影響される。そこで次式で表す数値を混練度の指標と考え，
改良強度との関係を検討する。
混練回数（ｍ）
　＝Ｎout（ｎｅ・ｂｅ・cosαｅ＋ｎｓ・ｂｓ・cosαｓ・ｕ）／Ｖ out［ｒｅｖ］
（６．１２）
ここで　Ｖout：引抜速度〔cm／min〕
　　　　Ｎout：引抜時の軸回転数〔ｒｐｍ〕
　　　　ｎ：翼枚数 添字ｅは掘削翼
　　　　ｂ：翼の幅 ｓは撹枠翼
　　　　α：翼のすくい角度 を表す。
　　　　ｕ：攪拌翼段数
　吐出方法などの他の条件が同一な場合について，混練回数と改良土の一軸圧縮強
さを比較して，Fig．６．１９～６．２０に示す。いずれの場合も混練回数が大きい
程，改良強度も大きい。Fig．６．２１に室内完全混合による改良土の一軸圧縮強さ
を示す。Fig．６．１９において混練回数が３６．１と最も大きいＣＡＳＥ２は，室
内完全混合強度の７０～８０％の強度を示している。混練回数が２０に近いＣＡＳ
Ｅ９（Fig．６．１７）及びＣＡＳＥ６（Fig．６．１８）では，室内完全混合強度
の４０～５０％に強度は低下している。」（７８頁左欄１４行～右欄下から２行）

（iii）審判甲第３号証の１（「大成建設技術研究所報　第１５号」昭和５７年１２
月３０日発行　１９７～２０４頁「深層混合工法に関する基礎的研究　－撹拌機構
について－」。本訴甲第３号証）には次の事項が記載されている。
　タ．「２．１　撹拌翼の傾斜角（水平からの傾斜角α°）



　下図のごとく，水平から３０°，６０°，９０°の３種類とし，この実験結果か
ら，最も撹拌効率のよかったα＝６０°についてその後の実験を行った。撹拌翼は
上下に１０ｃｍ間隔で２段とし，各々９０°角度をづらした。」（１９７頁右欄下
から２行～１９８頁左欄４行）と記載され，Fig１には，撹拌軸に二段の撹拌翼が設
けられ，二段の撹拌翼の間に安定材吐出ノズルを，先端が撹拌軸の側面，又は，撹
拌軸の中心から半径方向１３５mm離れた位置に開口するように設けたことが示され
ている。
　チ．「実験装置は，一般に用いられている深層混合処理機をモデル化したもので
Photo１に示す。この装置は，回転数２３～３００rpm，昇降可能高さ８０cm，昇降
速度９０cm／分で逆回転も可能である。撹伴翼は，角度可変とし，撹拌翼外径で４
８０mmである。・・・撹拌翼の寸法は，撹拌ロッド表面より２１０mm（中心より２
４０mm）の長さで，幅４８mm，厚さ８mmであり，この翼は，水平に対し，可変とし
た。」（１９８頁右欄６行～末行）
　ツ．「各種の条件を変えて，３０ケースの実験を行った。混合実験後５日目で，
コアーサンプリングを行い，材令一週で，一軸圧縮試験を行った。試験機には，イ
ンストロン万能試験機を用いた。その実験結果を一覧表としてTable６に示す。」
（２００頁左欄下から６行～末行）と記載され，Table６には，回転数，撹拌翼の傾
斜角度，ノズルの開口位置等の各種条件を変えた実験の結果が示されている。

（iv）審判甲第８号証（「第１７回土質工学研究発表会講演集（２の２）」昭和５
７年４月３０日発行　2585～2588頁「深層混合処理工法における攪拌効率の向上に
ついての研究」。本訴甲第４号証）には，
「処理土の品質は，攪拌翼の羽根切り回数Ｔによってあらわされることが現有施工
機械の施工結果の調査よりわかった。」（2585頁２０～２１行）と記載され，2586
頁には，安定剤の吐出方法及び吐出位置による攪拌効率の傾向を知るための室内模
型実験が示され，
「以上の実験によりつぎのことが確認された。
（１）攪拌翼の回転による安定剤の拡散は，円周方向が先行し，続いて半径方向に
移る。従って，半径方向にあらかじめ吐出しておけばより早く拡散される。・・・
（３）点吐出，リング吐出とも軸中心付近に吐出したものの方が外周付近に吐出さ
れたものに比べて拡散性（とくに内側方向）にすぐれている。吐出位置は攪拌翼の
直径Ｄに対して（０．５～０．７）Ｄが良い。」（２５８７頁２～１７行）と記載
され，図－４には，各吐出方法による羽根切り回数と安定剤の拡散距離の結果が示
され，点吐出（０．３Ｄ）では，羽根切り回数が増加すると，半径方向の拡散距離
が伸び１０００回／ｍ以上では安定剤は翼の外周まで拡散すること，点吐出（０．
７５Ｄ）では，羽根切り回数が少ないと軸中心付近に安定剤が拡散されないことが
示されている。

　(2)　対比
（i）請求項１に係る発明について
　請求項１に係る発明と審判甲第１号証の１に記載された混合撹拌翼の発明を対比
すると，審判甲第１号証の１に記載された発明において，「攪拌軸」，「掘削
翼」，「吐出口」は，請求項１に係る発明の「中空ロッド」，「攪拌ヘッド」，
「吐出部」に相当すると認められ，審判甲第１号証の１に記載された発明の安定材
は，軟弱地盤を硬化させるものであって，スラリ状であることは明らかであるか
ら，両者は，「外周に放射状に少なくとも一段に配設された攪拌翼を有し硬化剤を
含むスラリーを移送可能な中空ロッドと，中空ロッドの先端部に配設されその径方
向に延在する攪拌ヘッドと，中空ロッドに連通し攪拌ヘッド側に位置する攪拌翼の
下方に設けられスラリーを吐出する吐出部とを具えた混合攪拌翼」である点で一致
し，請求項１に係る発明は，「ロッド回転数をα（r.p.m.），ロッドの挿入速度を
β（cm/min），攪拌翼の段における翼の数をγ，そしてロッドの進行方向における
翼の幅をｔ（cm）とするとき，ｔ＞β／（αγ）なる関係を満足する」ものである
のに対し，審判甲第１号証の１に記載された発明は，ロッドの進行方向における翼
の幅が不明であり，ｔ＞β／（αγ）なる関係を満足しているか否か不明な点
で一応相違する。
　上記相違点について検討すると，審判甲第１号証の１に記載された混合撹拌翼
は，攪拌軸の回転数５０rpm，挿入速度０．７ｍ/min（７０cm/min）で挿入され，攪
拌翼の段における翼の数は２枚であるから，請求項１に係る発明におけるβ／（α



γ）の値は，７０／２×５０＝０．７（cm）となる。
　ところで，攪拌翼は水平方向に回転するものであるから，攪拌に寄与するのはロ
ッドの進行方向における攪拌翼の面積であり，処理土の抵抗に対する強度を保持す
るためにもロッドの進行方向における翼の幅が０．７cm以上であることは当然のこ
とである。このことは審判甲第１号証の１の図－３における翼の幅が，図中に記入
された寸法からみて０．７cm以上に示されていることからも明らかである。
　したがって，審判甲第１号証の１に記載された発明は，実質的にｔ＞β／（α
γ）なる関係を満足していると認められ，請求項１に係る発明は審判甲第１号証の
１に記載された発明である。

（ii）請求項２に係る発明について
　請求項２に係る発明は，請求項１記載の混合攪拌翼において，さらに「中空ロッ
ドの軸線から翼の先端部までの長さをＲとするとき，吐出部を，中空ロッドの軸線
から半径方向外方に（０．２～０．５）Ｒの位置に開口させた」ものであり，請求
項２に係る発明と審判甲第１号証の１に記載された発明と対比すると，審判甲第１
号証の１に記載された発明は，吐出部を中空ロッドに設けたものであり，上記構成
を有していない点で相違する。
　しかしながら，審判甲第１号証の１には，「吐出口は攪拌軸にあったので，この
攪拌軸から離れるに従って安定材の供給が少なくなる可能性がある」（記載事項ク
参照）と記載され，吐出部を中空ロッドの軸の位置に開口させると安定材が均一に
攪拌されない問題点があることが指摘されており，一方，審判甲第８号証には，吐
出口の，撹拌翼の直径Ｄに対する位置を変えて安定剤の拡散距離を測定した実験が
示され，直径Ｄに対する位置，羽根切り回数により拡散の状況は変化することが示
されており，請求項２に係る発明が吐出部を，中空ロッドの軸線から半径方向外方
に（０．２～０．５）Ｒの位置に開口させた点は，撹拌翼の回転数，翼の枚数，翼
の直径，処理土の性状等に応じて実験的に決め得る程度のことと認められる。
　したがって，請求項２に係る発明は，審判甲第１号証の１及び審判甲第８号証に
記載された発明に基づいて当業者が容易に発明をすることができたものである。

（iii）請求項３に係る発明について
　請求項３に係る発明は，請求項１又は２記載の混合攪拌翼を，「１８～２３
r．p．m．の回転数で回転させながら，１００～１５０cm／minの速度で挿入する混
合攪拌翼の使用方法」である。
　ア．請求項１記載の混合攪拌翼を使用する請求項３に係る発明と審判甲第１号証
の１に記載された混合攪拌翼の使用方法の発明とを対比すると，請求項３に係る発
明は，中空ロッドを１８～２３r.p.m.の回転数で回転させながら，１００～１５０
cm／minの速度で挿入するのに対し，審判甲第１号証の１に記載された発明は，回転
数５０r.p.m.，０．７ｍ/minで処理機の攪拌軸を貫入させる点で相違する。
　しかしながら，審判甲第２号証の１の記載事項セには，硬化剤を吐出し攪拌しな
がら引抜く場合ではあるが，攪拌軸の回転数０～６０rpm，引抜速度を０．９，１．
５ｍ／minとすることが記載され，審判甲第３号証の１の記載事項チには，攪拌軸の
回転数を２３～３００rpmとすることが記載されており，安定材を吐出攪拌しながら
混合攪拌翼を挿入する場合においても，回転数を１８～２３r.p.m.，挿入速度を１
００～１５０cm／minとすることは，通常の使用条件の範囲のものと認められ，かつ
回転数，挿入速度を特にこの範囲に限定した点に格別の作用効果は認められない。
　また，審判甲第２号証の１の記載事項シに記載されるように，攪拌羽根の運動速
度が大きくなると単位面積当たりの攪拌抵抗が指数関数的に大きくなることが知ら
れているから，混合攪拌翼を１８～２３r.p.m.の低い回転数で回転させながら，１
００～１５０cm／minの速度で挿入した点は，処理土の性状等に応じて当業者が適宜
なし得たものと認める。
　したがって，請求項１記載の混合攪拌翼を使用する請求項３に係る発明は，審判
甲第１号証の１，審判甲第２号証の１及び審判甲第３号証の１に記載された発明に
基づいて，当業者が容易に発明をすることができたものである。
　イ．請求項２記載の混合攪拌翼を使用する請求項３に係る発明と，審判甲第１号
証の１に記載された混合攪拌翼の使用方法の発明とを対比すると，請求項３に係る
発明は，混合攪拌翼の吐出部の位置が上記（ii）で述べたとおり相違し，混合攪拌
翼の回転数及び挿入速度が上記アで述べたとおり相違する。
　上記相違点についての判断は，上記（ii）及び上記アで述べたとおりであり，か



つ特定された吐出部の位置，混合攪拌翼の回転数及び挿入速度とすることにより格
別の作用効果を奏するものとも認められない。
　したがって，請求項２記載の混合攪拌翼を使用する請求項３に係る発明は，審判
甲第１号証の１，審判甲第２号証の１，審判甲第３号証の１及び審判甲第８号証に
記載された発明に基づいて当業者が容易に発明をすることができたものである。

　４　審決のむすび
　以上のとおり，請求項１に係る発明についての特許は，特許法２９条１項の規定
に違反してなされたものであり，請求項２，３に係る発明についての特許は，特許
法２９条２項の規定に違反してなされたものであるから，いずれも特許法１２３条
１項２号に該当し無効とすべきものである。

第３　原告主張の審決取消事由
　１　審判甲第１号証の認定誤り
　(1)　請求項１に係る発明と審判甲第１号証に記載された発明との目的上の相違
　請求項１に係る発明は，「十分に効率よく，しかも安定して土壌を撹拌する」こ
とを目的とするのに対し，審判甲第１号証は，「現場で形成される安定処理土（現
場処理土）の工学的特性並びに特性相互の関連を明確にし，設計時の取扱方法を定
めること」（９３頁左欄）を目的とするものであって，「厳密にいえば，この調査
で得た処理土の特性は今回使用した処理機で形成された処理土しか適用できない可
能性がある。」（９６～９７頁）から，両発明は，目的が同一であるとはいえず，
別発明である。
　(2)　「中空ロッド」に関し，審判甲第１号証には，「安定材は撹拌軸あるいは撹
拌翼にある単数又は複数の穴から吐出されるため」（９５頁左欄）と記載され，か
つ，図３（９９頁）に安定材吐出口が図示されているが，撹拌軸が中空ロッドであ
ることの記載はない。
　(3)　「ロッド回転数をα（ｒ．ｐ．ｍ．），ロッドの挿入速度をβ（ｃｍ／ｍｉ
ｎ），撹拌翼の段における翼の数をγ，そしてロッドの進行方向における翼の幅を
ｔ（ｃｍ）とするとき，ｔ＞β／（αγ）なる関係を満足することを特徴とする」
という構成（原告の準備書面では「構成要件（Ｄ）」と表記されている。）は，請
求項１に係る発明の構成の中で，最も重要，かつ，特徴的なものである。すなわ
ち，本件明細書に記載のとおり，「従来の撹拌装置にあっては，撹拌翼を中空ロッ
ドの外周に単に放射状に配置した構造であり，また，市販の駆動手段にあっては，
通常その回転数が供給電源の周波数に依存するため，十分に効率よく，しかも安定
して土壌を撹拌することができないという問題があった」ので，本発明の「目的
は，硬化剤を含む土質安定剤及び土壌をむらなく混合撹拌することのできる混合撹
拌翼を提供することにある」ものである。請求項１記載の発明では，特に，この
「十分に効率よく，しかも安定して土壌を撹拌する」という目的を達成するため
に，ｔ＞β／（αγ）なる関係を満足するようにしたものである。
　ここで，深層混合処理におけるｔ，α，β，γのそれぞれの持つ意味について記
述すると，
　　　ｔ（ロッドの進行方向における翼の幅）は，攪拌に寄与するが，ｔが大きけ
れば大きいほど抵抗が増すため，モータの負荷が大きくなる。また，翼の幅が大き
ければ，制作費もかさみ，機械重量も増し，コスト増になる。逆に，小さい場合
は，機械の剛性の観点から脆弱なものとなる。深層混合処理を実施する場合に非常
に重要なアイテムである。
　　　α（ロッドの回転数）は，回転数を上げれば上げるほどモータの負荷は大き
くなり，高速回転の場合にはモータに対する負荷が大きく，モータを１ランク上の
大きなものにすることが必要になる場合がある。回転数が低い場合には，十分な攪
拌が得られず，施工時において，貫入スピードとの関連で最も適切な値を採用しな
ければならない。
　　　β（撹拌翼の段における翼の数）は，数が多くなれば攪拌時に粘性土が団子
状になり，適切な数を決定する必要がある。１枚の場合もあるが，通常は２枚ない
し３枚であり，攪拌効率を考慮してどちらかが選定される。
　　　γ（ロッドの挿入速度）は，早くすれば早くするほど，施工コストが下がる
が，品質が落ち，かつ，貫入抵抗が増え，刃先の構造上の配慮が要る。また，遅く
すればするほど，品質が良くなり貫入能力は増すが，施工コストは高くなる。経済
性の観点から考えると，早くすればコストが下がるが，品質が保てず，遅くすれ



ば，品質が良くなるがコストがかさむ。
　以上により，ｔ，α，β，γの各値は，機械の製作コスト，処理土改良に当たっ
ての施工コスト，施工品質に関連したものであり，経済的にむらのない攪拌を行う
上で，ｔ＞β／（αγ）なる相関関係の式として成り立っている。
　これに対し，審判甲第１号証に記載されたものは，「現場で形成される安定処理
土（現場処理土）の工学的特性並びに特性相互の関連を明確にし，設計時の取扱方
法を定めること」（９３頁左欄）を目的とするものであって，「厳密にいえば，こ
の調査で得た処理土の特性は今回使用した処理機で形成された処理土しか適用でき
ない可能性がある。」（９６～９７頁）と記載されているように，現場処理土中の
安定材の分布状況や力学試験を調査することを目的としたものであり，請求項１に
係る発明の「むらなく混合撹拌するという目的を達成するために，ｔ＞β／（α
γ）なる関係を満足するようにした」とするような技術的な思想についての記載は
ないばかりか，構成要件（Ｄ）を示唆するような記載もない。
　審決は，「攪拌翼は水平方向に回転するものであるから，攪拌に寄与するのはロ
ッドの進行方向における攪拌翼の面積であり，処理土の抵抗に対する強度を保持す
るためにもロッドの進行方向における翼の幅が０．７cm以上であることは当然のこ
とである。このことは審判甲第１号証の１の図－３における翼の幅が，図中に記入
された寸法からみて０．７cm以上に示されていることからも明らかである。」と認
定した。
　しかし，攪拌に寄与するのは，ロッドの進行方向における撹拌翼の面積ではな
く，ロッドの進行方向の地盤を確実に撹拌翼の幅がラップして通過することであ
る。まして，翼の幅の明示がないのに，翼の幅が０．７ｃｍ以上であるとは断定す
ることができない。また，この図－３は，撹拌軸の間隔，撹拌翼の各段の間の間隔
などを表したものであって，そこには，翼の幅を表した寸法は存在しない。この種
の図面においては，一部分を拡大したり，縮小したりして表すことがよくあり，他
の寸法の比率から類推した寸法に基づいて計算した値をもって関係式を満足すると
いうのは，意味がない。特に，請求項１に係る発明は，「ｔ＞β／（αγ）なる関
係を満足する」発明であるから，類推した数値を代入しても意味がない。

　２　請求項２に係る発明の進歩性判断の誤り
　請求項２に係る発明は，請求項１を引用する発明であって，請求項１の各構成要
件に，「中空ロッドの軸線から翼の先端部までの長さをＲとするとき，吐出部を，
中空ロッドの軸線から半径方向外方に（０．２～０．５）Ｒの位置に開口させたこ
とを特徴とする」との構成要件を組み合わせたものである。
　前記１の主張のように，審判甲第１号証記載の発明には，請求項１に係る構成要
件が記載されておらず，そのような技術的思想を示唆する記載もない。
　請求項２に係る発明について審決が引用する審判甲第８号証には，安定剤の吐出
位置に関し，「吐出位置は攪拌翼の直径Ｄに対して（０．５～０．７）Ｄが良
い。」とする深層混合処理工法が記載されている（２５８７頁）。しかし，Ｄが攪
拌翼の直径（３０cm）を表すのであるから，「（０．５～０．７）Ｄ」とは，「１
５cm～２１cm」となり，攪拌翼の先端か，それ以上ということとなり，意味不明で
ある。
　したがって，「（審判甲第８号証の）図－４には，･･･点吐出（０．３Ｄ）では，
羽根切り回数が増加すると，半径方向の拡散距離が伸び１０００回／ｍ以上では安
定剤は翼の外周まで拡散すること，点吐出（０．７５Ｄ）では，羽根切り回数が少
ないと軸中心付近に安定剤が拡散されないことが示されている。」との審決の認定
した意味は不明である。
　以上のとおり，審判甲第１号証には，請求項２に係る発明の目的を達成するため
の動機付けとなる記載は見当たらず，また，審判甲第８号証記載の発明は，安定剤
の拡散性を向上することにあるが，そこには，「中空ロッド１２の軸線から吐出部
２４の開口部までの距離ｒと，その軸線から混合攪拌翼の先端部までの距離Ｒと
が，ｒ＝（０．２～０．５）Ｒの範囲内に位置するようにする」ことが望ましいと
する点についての記載がない。
　したがって，請求項２に係る発明について進歩性なしとすることはできない。

　３　請求項３に係る発明の進歩性判断の誤り
　(1)　請求項１記載の混合攪拌翼を使用する請求項３に係る発明について
　請求項３に係る発明の構成要件「１８～２３r.p.m.の回転数で回転させながら，



１００～１５０cm／minの速度で挿入することを特徴とする」では，「回転数１８～
２３r.p.m.」と「挿入速度１００～１５０cm／min」とは，一体不可分である。
　しかし，審決は，「審判甲第２号証の１の記載事項セには，硬化剤を吐出し攪拌
しながら引抜く場合ではあるが，攪拌軸の回転数０～６０rpm，引抜速度を０．９，
１．５ｍ／minとすることが記載され，審判甲第３号証の１の記載事項チには，攪拌
軸の回転数を２３～３００rpmとすることが記載されており，」として，異なる証拠
から一致する条件だけを引用するものであって，請求項３に係る発明の目的である
「市販の駆動手段を用いて効率よく攪拌しようとする」という点の動機付けとなる
ものではない。
　また，引き抜く場合の回転数及び速度は，挿入時に一度攪拌をしているから，負
荷が軽減され，挿入する場合の回転数及び速度と同一視することはできない。
　審判甲第２号証の記載事項セにおける「攪拌軸の回転数０～６０rpm」は，屋外模
型実験機仕様であって，実験データは攪拌軸の回転数６０rpmのみであり，回転数を
０～６０rpmの範囲で回転した実験データはない。また，審判甲第２号証の記載事項
シは，粘度の中でも特にカオリン粘度を対象とした実験結果を示したものであり，
請求項３に係る発明が対象とする通常の粘度，シルト質土，砂質土に対して統一的
に通用するものではない。
　したがって，審決の「攪拌羽根の運動速度が大きくなると単位面積当たりの攪拌
抵抗が指数関数的に大きくなる」との判断は，あらゆる土質に共通な一般的傾向を
示すものではない。
　よって，請求項１記載の混合攪拌翼を使用する請求項３に係る発明は，特許法２
９条２項の規定に該当せず，無効理由はない。
　(2)　請求項２記載の混合攪拌翼を使用する請求項３に係る発明について
　請求項３に係る発明の構成要件は，「回転数１８～２３r.p.m.」と「挿入速度１
００～１５０cm／min」とは，前記のように一体不可分である。
　しかし，審決は，前記のように異なる証拠から一致する条件だけを引用するもの
であって，審判甲各号証のいずれも，請求項３に係る発明の目的である「市販の駆
動手段を用いて効率よく攪拌しようとする」という点の動機付けとなるものはな
い。
　さらに，審判甲第２号証の記載事項セにおける「攪拌軸の回転数０～６０rpm」
は，屋外模型実験機仕様であって，請求項３に係る発明の実験データではない。ま
た，審判甲第２号証の記載事項シについても，前記のように，あらゆる土質に共通
な一般的傾向を示すものではない。
　したがって，請求項２記載の混合攪拌翼を使用する請求項３に係る発明は，特許
法２９条２項の規定に該当せず，無効理由はない。

第４　当裁判所の判断
　１　審判甲第１号証の１の認定誤りの主張について
　(1)　審判甲第１号証の１（甲第１号証）の９９頁左欄には「安定剤の吐出口は，
図－３に示すように，掘削翼の中心軸への取付け部にある。」との記載があり，ま
た，９５頁左欄には，審決の理由の要点(1)（i）のイに認定のとおり，「安定材は
攪拌軸あるいは攪拌翼にある単数又は複数の穴から吐出される」との記載もある。
これらの記載からすると，審判甲第１号証の１における攪拌軸が「中空」のロッド
であることは自明のことである。
　これに反する原告の主張は理由がない。
　(2)　原告は，審判甲第１号証の１記載の内容は，現場処理土中の安定材の分布状
況や力学的試験を調査することを目的とするものであるから，請求項１に係る発明
のように，むらなく混合攪拌する目的を達成するために，ｔ＞β／（αγ）の相関
関係を満足する技術的思想を開示あるいは示唆するものではないと主張する。
　しかし，審判甲第１号証の１記載の深層混合処理工法は，安定材を処理土に混合
して安定処理を行うもの（審判甲第１号証の１（甲第１号証）の９３頁欄冒頭の記
載参照）であって，請求項１に係る発明と同様の技術分野に属するものである。
　また，審判甲第１号証の１で検討される攪拌混合方法は，攪拌翼の形状，直径，
攪拌翼の枚数，回転数，昇降速度等を異ならせることで，処理土の安定性が微妙に
変化することから，室内配合試験で得られた処理土の特性相互の関係を現場処理土
へ適用することを目的とするもの（審判甲第１号証の１の９３頁左欄～右欄の記
載）であるから，安定した固結土を提供する観点において，むらのない混合撹拌が
目的とされる請求項に係る発明との差異はないというべきである。よって，原告の



上記主張は，理由がない。
　審判甲第１号証の１に記載されているのは，請求項１に係る発明と同一の構成を
含む深層混合処理工法による処理土の工学的特性を探求することが直接の目的であ
ることは，その記載から明らかであるが，記載されている直接の目的が相違するか
らといって，請求項１に係る発明が，審判甲第１号証の１に記載された発明である
とした審決の認定判断を左右するものではない。
　(3)　原告は，審判甲第１号証の１には，ｔ＞β／（αγ）の相関関係を満足させ
る技術的思想が開示も示唆もされていないと主張する。
　しかし，審決の認定判断中，「審判甲第１号証の１に記載された混合撹拌翼は，
攪拌軸の回転数５０rpm，挿入速度０．７ｍ/min（７０cm/min）で挿入され，攪拌翼
の段における翼の数は２枚であるから，請求項１に係る発明におけるβ／（αγ）
の値は，７０／２×５０＝０．７（cm）となる。」とし，「攪拌翼は水平方向に回
転するものであるから，攪拌に寄与するのはロッドの進行方向における攪拌翼の面
積であり，処理土の抵抗に対する強度を保持するためにもロッドの進行方向におけ
る翼の幅が０．７cm以上であることは当然のことである。このことは審判甲第１号
証の１の図－３における翼の幅が，図中に記入された寸法からみて０．７cm以上に
示されていることからも明らかである。したがって，審判甲第１号証の１に記載さ
れた発明は，実質的にｔ＞β／（αγ）なる関係を満足していると認められ，請求
項１に係る発明は審判甲第１号証の１に記載された発明である。」とした部分は，
その説示に照らして首肯することができる。原告の上記主張は，理由がない。

　２　請求項２に係る発明の進歩性判断の誤りについて
　まず，前記１で判断したとおり，請求項１に係る発明が，審判甲第１号証の１に
記載されたものと同一発明であるとする審決の認定には誤りがなく，この点の誤り
を前提とする請求項２に係る発明に関する取消事由は理由がない。
　原告は，請求項２で加えられた吐出部の開口位置に係る特定を，審判甲第８号証
の記載から把握できないとする理由として，審判甲第８号証の記載が不明である点
を挙げる。
　しかし，審判甲第８号証（本訴甲第４号証）２５８７頁１４～１７行の「(3) 点
吐出，リング吐出とも軸中心付近に吐出したものの方が外周付近に吐出されたもの
にくらべて拡散性（とくに内側方向）にすぐれている。吐出位置は攪拌翼の直径Ｄ
に対して（0．5～0．7）Ｄが良い。」との記載からみて，吐出位置は攪拌軸の中心
から外周付近のいずれかに設けられるものであることが明らかである。
　ここで，２５８６頁の図－２の「リング状吐出」を参照するに，ここに記載され
る「（0．5～0．9）Ｄ」とはリング状に吐出される領域の差渡し(直)径を表してい
るものと解される。そして，２５８６頁の図－２の「点吐出」における「（０．３
Ｄ）」及び「（０．７５Ｄ）」の意味は，前記の「直径Ｄに対して」の記載からみ
て，「リング状吐出」に準じて，攪拌翼が回転することで吐出された安定材が存在
する円形部位の差渡し(直)径を表しているものと解される。
　よって，攪拌軸の中心から外周付近のいずれかを表す観点から，「（０．３
Ｄ）」及び「（０．７５Ｄ）」の記載は，「０．３Ｄ／２」及び「０．７５Ｄ／
２」と記載することが適切であるとしても，それの表す意味が不明ということはで
きない。
　したがって，審判甲第８号証に関する審決の認定に誤りはない。

　３　請求項３に係る発明の進歩性判断の誤りについて
　(1)　原告は，請求項３に係る発明の構成要件「１８～２３r.p.m.の回転数で回転
させながら，１００～１５０cm／minで挿入すること」において，「回転数１８～２
３r.p.m.」と「挿入速度１００～１５０cm／min」とは一体不可分であるのに，審決
は異なる証拠から一致する条件だけを引用して進歩性を否定するものであり，請求
項３に係る発明の目的とする「市販の駆動手段を用いて効率よく攪拌しようとす
る」という点の動機付けの存在が示されていない，と主張する。
　そこで，審判甲第２号証の記載を参照するに，
「7.4　トルク，回転数および動力
　屋外実験の結果，貫入時は原地盤の掘削のため大きなトルクが必要であり，ま
た，引抜時はトルクは小さいが混練効果の確保のため高速回転が必要である。」
（審判甲第２号証８３頁左欄１６～１９行）
と記載されている。



　この記載から，貫入作業時と引抜時とを比較した場合，原地盤掘削のためのトル
クが必要な点で，貫入作業時には貫入速度をむやみに上げることができないことが
窺える。
　この点，審判甲第１号証100頁の図－５においても貫入時はV=0.7m／minであるの
に対して，引抜時はV=1.0m／minとされていることからも裏付けられる。
　しかし，原告が主張するように，請求項３に係る発明が，「市販の駆動手段を用
いて効率よく攪拌しようとする」という点を目的としていること，すなわち，処理
土と安定材の良好な混練が目的であるとすれば，原地盤の掘削のための所要トルク
を特段考慮しているところはなく，貫入時と引抜時を識別する必要性はない。
　よって，請求項３においては，「ロッドの挿入速度β」と特定しているものの，
審判甲第２号証あるいは審判甲第３号証記載の引抜時の条件を適用するのに，阻害
要因が存在するということはできない。
　そして，「市販の駆動手段を用いて」と主張しているように，実際に存在する駆
動手段が「回転数１８～２３r.p.m.」あるいは「引抜(挿入)速度１００～１５０
cm／min」での運転を行い得ることが，これら審判甲号証により把握できる以上，請
求項３に係る前記構成要件が，通常の使用条件の範囲のものであって，この範囲を
限定したことにより格別な作用効果があるものとは認められないとした審決の判断
に誤りはない。
　(2)　原告は，審判甲第２号証記載のものは，屋外模型実験機仕様であり，現場で
の工法についての請求項３に係る発明を示唆するものではない，と主張する。
　しかし，審判甲第２号証には，「８．むすび　DCM深層混合処理機は建設機械の中
でも大型機械の部類に入る。しかし構造的には比較的単純な機械である。このよう
な機械では力や動力の設定値によって，主要な部分はほぼ決まってしまう。模型実
験では，処理機の攪拌効果の確認をすることは当然であるが，土の中に貫入して行
くというあまり例のない機械であるため不明な点が多く，これらの点の解明に努め
た。」（８９頁左欄～右欄）との記載がある。
　このように，審判甲第２号証に記載されているものは，実験機を用いたものでは
あるが，実際の地盤を対象とし，請求項３に係る発明と同様に硬化剤を吐出攪拌す
る実工事における条件を想定し検討することにおいて，請求項３に係る発明と差異
がない。原告の上記主張は理由がない。
　(3)　原告は，審判甲第２号証の記載シは，特にカオリン粘度を実験対象としたも
のであり，請求項３に係る発明が対象とする通常の粘度，シルト質土，砂質土に対
して統一的に運用できないと主張する。
　しかしながら，原告主張の「通常の粘度，シルト質土，砂質土」は，自然地盤を
含めた実工事における各種条件のうちの特定の条件を規定するものであるところ，
特許請求の範囲にその旨の特定がない以上，原告の主張は理由がない。

第５　結論
　以上のとおり，原告主張の審決取消事由は理由がないので，原告の請求は棄却さ
れるべきである。
　　東京高等裁判所第１８民事部
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